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人間で売買された賃貸Ϛンγϣンにおいݸ
て、引しޙに雨漏りがൃ生したことから、
買主が施工会社に対してͦのิम費用相当ֹ
等の支払いを求めた事Ҋにおいて、施工会社
の不法行為に基づき、買主の請求の一部が認
容された事例ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ26年12݄15日
判ܾ.一部認容.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ24年12݄、買主̭ʢݪ告ʣは、ฏ９
年12݄ஙの̮２ʢඃ告・建ங会社ʣが施工し
た賃貸Ϛンγϣン一౩について、売主̮１ʢඃ
告ʣとの間で、「売主は、引し３ޙϲ݄に
り、瑕疵担保責任をෛ͏」とする瑕疵担保ݶ
特約を付した本件売買契約を締結し、ͦの引
しを受けたɻ

ฏ25年９݄および10݄に෩等による大
雨が߱り、ͦのࡍに１֊ళฮのఱ井から漏水
が生͡たため、̭がݪҼ調査を̖社にҕୗし
たとこΖ、本件漏水は、ΤΞίンྫྷ媒・排
水υϨʔンの引込ޱとして使用されていた２
֊住戸֎นの؏通から建物内に浸ೖした雨
水がนをって２֊চのίンΫϦʔトεラブ
্にཹし、ಉ所にあった開ޱ部のຒし部
分のଧ͗ܧ໘のܺ間を通って、下֊にణ下す
るとい͏機ংでൃ生したものであることが分
かったɻ·た、当該住戸とಉ༷に؏通の
水ॲ置が不े分な住戸がଞにもଘࡏすること
も判明したɻ

̭は、本件漏水に関し、調査費用56ສԁ༨、
本件ຒし部分のิम費用２ສ༨、֤؏通

のิम費用25ສԁ༨を支払ったɻ·た、̭は
雨漏りがൃ生したฏ25年11݄からཌ年３݄
·での間、１֊ళฮの賃料計35ສԁが収受で
きなかったɻ

̭はこれらの支出・ҳࣦ賃料等120ສԁ༨、
Қँ料50ສԁ、ห࢜ޢ費用30ສԁ、計200ສ
ԁ༨につき、本件建物を施工した̮２に対し
て不法行為に基づき、瑕疵担保責任をෛ͏
き̮１と࿈ଳして支払͏よ͏求めて本件訴ু
をఏىしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のとおり判ࣔし、̭の請求のࡋ
一部を認容したɻ
ᾇ　建物の基本తな҆શੑについて

建物の施工者は、建物建ஙに当たり、ډ住
者等に対する関では、当該建物に建物とし
ての基本తな҆શੑがܽけることがないよ͏
にྀすき意義務をෛ͏と解するのが相
当であり、施工者がこの義務をଵったために
建ஙされた建物に建物としての基本తな҆શ
ੑを損な͏瑕疵があり、ͦれによりډ住者等
の生໋、体ຢはࡒ産が৵害された場合には、
施工者は、ʬ中ུʭこれによって生͡た損害
について不法行為による賠償責任をෛ͏と解
すきであるʢ࠷二判.ฏ19・７・６.ฏ17ʢ受ʣ
.一判࠷、702 ฏ27・７・21. ฏ21ʢ受ʣ1019ʣ
とされているɻ住ډ用建物の内に雨水が浸
ೖするとい͏こと自体、建物本དྷの機、ੑ
がஶしく્害されるといえる্、浸ೖした
雨水が内にཹすることによりΧϏのൃ生

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾈʵݐのᘥᙪʵ

ձࣾのࢪ不ྑʹΑΔӍ࿙Γʹ͍ͭͯɺങओ͔Βࢪ
不๏ߦҝʹͮ͘جଛഛঈ͕ٻҰ෦ೝΊΒΕͨྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ26・12・1� エストϩー・ジϟύン）　葉山.隆
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なͲの二次ඃ害もൃ生しかͶないɻ本件؏通
の水ॲ理が不े分であったことが認めら
れるから、これは、本件建物の基本త҆શੑ
を損な͏瑕疵に該当すると解するのが相当で
あるɻ

一ํ、ίンΫϦʔトεラブ開ޱ部のຒし
部分については、ଧ͗ܧ໘はもとより水が通
りқく、当該Օ所に雨水が浸ೖすることは
定されておらͣ、ͦもͦも本件؏通の水
ॲ理がेશであれ、雨水が浸ೖすることも
なかった部分であるɻ
ᾈ　̮２のաࣦについて

̮２は、本件建物を施工するにࡍし、֤؏
通から෩水が内に浸ೖするのを止する
よ͏な施工をすき意義務をෛっていたと
い͏きであるが、これらの水ॲ理が不े
分であったことが認められるから、্記の
意義務をଵったաࣦがあるとい͏きであ
るɻ

一ํ、本件ຒし部分は、施工が特に不適
切であったとはஅ定できͣ、ͦの施工につき
意義務違反があるとはݴえないɻ
ᾉ　̭の損害及びҼՌ関について

̭が支払った調査費用と֤؏通のิम費
用、ならびに漏水により収受できなかった賃
料については、̮２の施工不良ʢ不法行為ʣ
と相当ҼՌ関があるɻ

一ํ、本件ຒし部分のิम費用は、本件
؏通に適切な水ॲ理が施されてさえいれ
建物内への雨水の浸ೖは止できるのであ
るから、̮２の不法行為と相当ҼՌ関のあ
る損害に当たるとはいえͣ、্記のࡒ産త損
害のరิを受けてもなおҚँされないਫ਼ਆత
損害をඃったと認めるにりるత֬な証ڌも
ないɻ
ᾊ　̭の損害ֹについて

Ҏ্によれ、̮２は、̭に対し、本件漏
水の調査費用56ສԁ༨、ิम費用25ສԁ༨、

１֊ళฮのҳࣦ賃料35ສԁ、ห࢜ޢ費用相当
ֹ11ສԁ、計127ສԁ༨を支払͏義務がある
と͏ݴきであるɻ

なお、̭は、̮２に対し̮１と࿈ଳして্
記の金員を支払͏よ͏求めているが、引し
から３ϲ݄Ҏ内に賠償を求めたܗはなく、
̮１は本件建物の引࣌に本件瑕疵のଘࡏを
知っていたとも認められないことから、本件
瑕疵担保特約により、ͦの請求は認められな
いɻ

� 　まとΊ

本件は、建物の施工不良によりൃ生した漏
水について、買主から直接建物施工業者への、
不法行為に基づく損害賠償請求が認められた
事例であるɻ

؏通の施工不良によりൃ生した漏水につ
いて施工業者の責任を認容した本件ࡋ判所の
判அは、特に違和ײを֮えるものではないɻ
しかし、本件建物は、漏水事故ൃ生の࣌点で
、աしたものでありܦにॡ工から約16年をط
漏水があっても、ͦのൃ生ݪҼ、建物所有者
のҡ࣋理のঢ়گ等によっては、ܦ年ྼԽに
よるもので、施工業者に責任はないέʔεも
定できるɻ

年、地建物औ引業法の一部վ正が行Θࡢ
れ、建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖΫγϣンʣに関
するن定がり込·れたがʢฏ30年４݄施
行ʣ、本事Ҋについても、ΠンεϖΫγϣン
が࣮施されていれ施工不良はൃݟされ、ͦ
もͦもฆ૪にࢸることもなかったのではない
かとࢥΘれるもので、今ޙの売買においてͦ
のੵۃతな利用が·れるとこΖでもあるɻ

中ݹ物件の売買における漏水や設උの不۩
合について૪Θれた事例として、3&5*0.
103�106、ಉ101�104・106、等があるので、あ
Θせてߟࢀとしていただきたいɻ

（調査研究部調査）
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